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知っていますか？本人通知制度！ 
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「
本
人
通
知
制
度
」
は
、
住
民
票
の

写
し
や
戸
籍
謄
本
な
ど
を
、
本
人
の
代

理
人
や
第
三
者
に
交
付
し
た
時
に
、
本

人
に
対
し
て
交
付
の
事
実
を
通
知
す

る
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
は
第
三
者
に

よ
る
不
正
請
求
を
抑
止
し
、
個
人
の

権
利
の
侵
害
を
抑
止
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
通
知
を
希
望
さ
れ

る
人
は
、
事
前
の
登
録
申
し
込
み
が
必

要
で
す
。
（
＊
た
だ
し
、
第
三
者
へ
の
交

付
を
差
し
止
め
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
） 

 

【
登
録
で
き
る
人
】 

九
重
町
に
住
民
登
録
ま
た
は
本
籍
が

あ
る
人
（
除
籍
さ
れ
た
人
な
ど
、
九
重

町
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
を

含
み
ま
す
）
＊
同
一
世
帯
、
同
一
戸
籍

で
あ
っ
て
も
個
人
単
位
の
申
し
込
み
と

な
り
ま
す 

【
通
知
の
対
象
と
な
る
証
明
書
】 

・
住
民
票
の
写
し
（
除
票
・
改
製
原
住

民
票
を
含
む
） 

・
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
除
票
を

含
む
） 

・
戸
籍
（
除
籍
・改
製
原
戸
籍
含
む
） 

・
戸
籍
の
附
票
（
除
附
票
・
改
製
原
附
票
を

含
む
） 

【
通
知
す
る
内
容
】 

・
証
明
書
交
付
し
た
年
月
日 

・
証
明
書
の
種
別
と
枚
数 

・
交
付
請
求
者
（
「
代
理
人
」
・
「
代
理
人
以

外
」
の
区
別
） 

＊
交
付
請
求
し
た
「
代
理
人
」
お
よ
び
「
代

理
人
以
外
」
の
氏
名
・
住
所
は
通
知
で
き
ま

せ
ん
。 

【
受
付
場
所
】 

・
九
重
町
役
場
住
民
課
・
九
重
町
隣
保
館
・

九
重
文
化
セ
ン
タ
ー
・各
地
区
公
民
館 

 

●
登
録
に
必
要
な
も
の 

九
重
町
本
人
通
知
制
度
事
前
登
録
申
込
書 

各
受
付
場
所
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
九
重

町
役
場
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。 

本
人
確
認
書
類 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー

ド
）
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
在
留
カ

ー
ド
な
ど
。
未
成
年
者
は
、
親
権
者
が
申
し

込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
関
係
の
分
か
る

戸
籍
が
必
要
で
す
。
（
本
籍
が
九
重
町
の
場

合
、
省
略
可
） 

 

（
広
報
こ
こ
の
え
２
０
２
３ 

７
月
号
よ
り
） 

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な 

制
度
が
必
要
な
の
？ 

 

２
０
１
１
年
の
１
１
月
・
東
京

都
内
の
プ
ラ
イ
ム
総
合
法
務
事

務
所
に
関
連
し
た
司
法
書
士
や

元
弁
護
士
を
は
じ
め
５
人
が
戸

籍
謄
本
等
の
不
正
取
得
で
逮
捕

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
プ
ラ
イ
ム
社

は
、
全
国
各
地
の
探
偵
社
や
調

査
会
社
か
ら
依
頼
を
受
け
て
不

正
取
得
を
繰
り
返
し
、そ
の
数
は

一
万
件
を
超
え
て
い
ま
し
た
。 

ま
た
、
そ
れ
以
前
に
も
行
政

書
士
な
ど
に
よ
る
大
量
不
正
取

得
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
背
景
に
は
、
い
ま
だ
に
結

婚
や
就
職
の
時
に
身
元
調
査
を

行
い
、
出
身
地
や
国
籍
な
ど
で
相

手
を
判
断
す
る
差
別
意
識
や
悪

し
き
社
会
的
慣
習
が
存
在
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

多
く
の
人
が
、
こ
の
本
人
通
知

制
度
に
登
録
す
れ
ば
、
不
正
取

得
を
し
よ
う
と
す
る
人
達
へ
の

大
き
な
ブ
レ
ー
キ
と
な
る
と
思

わ
れ
ま
す
。 

 

手
続
き
は
簡
単
で
す
の
で
、
ぜ

ひ
、登
録
を
。 


